
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８（平成３０）年 ２月２日（金） 

仙台 ０２２－７２１－７０９３（１０時～１６時） 

札幌 ０１１－２５１－０３７７（１３時～１６時） 

東京 ０１２０－９９０－３５０（１３時～１６時） 

大阪 ０６－６７６５－０７００（１３時～１６時） 

福岡 ０９２－７２１－１２０８（１３時～１６時） 

 

旧優生保護法のもとで、全国で２万５０００件の優生手術が行われましたが、被

害者の方々が声を上げることは難しい状況でした。 

今回、宮城県内の被害者が仙台地方裁判所に提訴したことをきっかけに、被害の

掘り起こしや、実態調査をできればと思い、全国で電話相談を実施します。 

ご連絡ください。 

旧優生保護法被害に関する電話相談 

のご案内 
 


